
新旧対照表 
 

○愛媛県土木部発注工事特記仕様書 

新 旧 

（特記仕様書への委任） 
第２条 受注者は、工事の実施にあたっては、前条の定めによるほか、次の各

号に示す特記仕様書によらなければならない。 
 （１）県産品優先使用に係る特記仕様書（ただし、予定価格が23億    
円以上の工事を除く。） 

 （２）～（４） （省略） 
 ２～３    （省略） 

（特記仕様書への委任） 
第２条 受注者は、工事の実施にあたっては、前条の定めによるほか、次の各

号に示す特記仕様書によらなければならない。 
 （１）県産品優先使用に係る特記仕様書（ただし、予定価格が22億９千万

円以上の工事を除く。） 
 （２）～（４） （省略） 
 ２～３    （省略） 


